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設問１ 以下の【設例】を読み、⑴から⑶に解答しなさい（⑴から⑶は独立しているものとする）。

なお、商標法の条文はインターネット等で入手可能である。 

【設例】 

Ａは、指定商品を「菓子、パン、サンドイッチ」として「ZX」（標準文字、称呼は「ゼットエック

ス」とする。）という商標を出願しようと考えている（以下「本件出願」という。）。 

⑴ 本件出願について、商標登録が認められるのはどのような場合か明らかにしなさい。その際、問

題となる商標法の条文も明示すること。 

⑵ 本件出願より以前に、Ｂが指定商品を「ピザ」として「ZeX」（標準文字、称呼は「ズィーク

ス」とする。）の商標権を取得していたとする。この場合、本件出願の商標が商標法4条1項11号に

違反するかどうか検討しなさい（その際、学習用プリントの該当部分を必ず参照し、関連する最高

裁判決を学習したうえで解答すること）。なお、⑴で検討した点を検討する必要はない。 

⑶ Ａは「ZX」の商標権を取得したが、この「ZXX」の方が響きがよいと考え、自分が販売する菓子

に「ZXX」の商標を付して販売し、「ZX」のみでは一切使わず、登録から4年が経過した。Ｃは

「ZX」の商標を菓子に使いたいと考えている。Ｃが「ZX」の商標を使うためにはどのような手段を

とることができるか明らかにしなさい。 

 

設問２ 以下の【設例】を読み、以下の【設問】に解答しなさい。なお、著作権法の条文はインター

ネットで入手可能である。 

【設例】 

劇団Ｙ（営利を目的としない団体で、権利能力があるものとする）は、劇作家Ｘが著作権及び著作

者人格権を持つ演劇の脚本Ａ（全15頁）について、バッドエンドだった内容をハッピーエンドになる

よう最後の2頁に変更を加え（それ以外の箇所は一切変更を加えていない）、これを2024年10月11日

の大学の文化祭で上演した（以下「本件上演」という。）。本件上演は誰でも会場に来て観ることが

でき、聴衆からは一切お金を徴収しなかった。また、その際、劇団Ｙは、本件上演をインターネット

で生配信した（以下「本件配信」という。）。劇団Ｙは本件上演及び本件配信の際には誰の氏名も表

示しなかった。なお、劇団ＹはＸから何の許諾も得ていない。 

【設問】 

劇団Ｙの行為がＸの著作権及び著作者人格権を侵害するのか検討しなさい。その際、著作権につい

ては著作権法21条～28条のどの権利を侵害するのか、著作者人格権については同法18条～20条のどの

権利を侵害するのかを明らかにしなさい。また、著作権の制限（著作権法30条～47条の5）に該当す

る可能性があれば、その規定が適用されるかどうかも検討するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成方法は「ワープロ」のみ 

ワープロ 用 紙 等：（例）本学通信教育部の標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

文字数等 指定なし 

 


